
 

 

 

八潮市公金管理検討委員会設置要綱 

 

平成２９年 １月１２日市長決裁 

 平成３０年１２月１０日市長決裁 

 

(設置目的） 

第１条 八潮市が管理する公金について、安全性を確保した上で、適正かつ効率的 

な運用を図るため、八潮市公金管理検討委員会（以下「委員会」という。）を設 

置する。 

(所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）公金の管理及び運用に関し、検討すること。 

（２）その他公金に関すること。 

(組織） 

第３条 委員会の委員は、各会計、基金及び預託金を所管している課長職(これに 

相当する職の者を含む)並びに会計課長とする。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、前項に規定する委員以外の者に委員会 

の出席を求めることができる。 

(委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

 （１）委員長は、会計課長とする。 

 （２）副委員長は、水道部経営課長とする。 

 （３）委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

（４）副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理す 

る。 

(会議） 

第５条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が召集し、会議の議長とな 

る。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

(会議結果の報告） 

第６条 委員長は、会議終了後速やかにその結果を会計管理者及び市長に報告する 

ものとする。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、会計課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別 

に定める。 

附 則 

この要綱は、市長決裁の日から施行する。 


